










































































































































































































































































































































































































































































泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について
（有毒 r.11.0）

有毒-3,7

以下の記載を適正化した。
（旧）…以下の基本的方針のもとに…
（新）…以下の基本的方針の基に…

2

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について　比較表
（有毒-9 r.11.0）

有毒-比較表-5,12

同上

3

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について
（有毒 r.11.0）

有毒-3

東海第二の記載に合わせ以下の記載を適正化した。
（旧）…中央制御室空調装置の隔離等の対策により運転員を…
（新）…中央制御室空調装置の隔離等の対策により，運転員を…

4

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について　比較表
（有毒-9 r.11.0）

有毒-比較表-6

同上

5

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について
（有毒 r.11.0）

有毒-3,5,8,10

東海第二の記載に合わせ以下の記載を適正化した。
（旧）…現場の状況を踏まえ評価条件を…
（新）…現場の状況を踏まえ，評価条件を…

6

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について　比較表
（有毒-9 r.11.0）

有毒-比較表-7,9,13,16

同上

7

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について
（有毒 r.11.0）

有毒-4

補正書に合わせ以下の記載を適正化した。
（旧）6. 計測制御設備
（新）6. 計測制御系統施設

8

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について　比較表
（有毒-9 r.11.0）

有毒-比較表-8

同上

9

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について
（有毒 r.11.0）

有毒-4,5

以下の章番号を適正化した。
（旧）6.10
（新）6.14

10

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について　比較表
（有毒-9 r.11.0）

有毒-比較表-8,9,10

同上

11

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について
（有毒 r.11.0）

有毒-5

以下の誤記を修正した。
（旧）中央制御室換気空調装置
（新）中央制御室空調装置

中央制御室、緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防護について
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12

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について　比較表
（有毒-9 r.11.0）

有毒-比較表-10

同上

13

泊発電所３号炉　中央制御室，緊急時対策所及び重大
事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防
護について
（有毒 r.11.0） 有毒-5

比較表との相違箇所について以下のとおり適正化した。
（旧）…防護具の着用等により，運転員を…
（新）…防護具の着用等により運転員を…
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